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マイナンバーカード・電子証明書

有効期限の更新手続きについて
 町民課 町民窓口係

　  ☎ 025 － 784 － 3453

　いずれの更新手続きも、有効期限の 3 か月前から行うこ
とができ、手数料は無料です。
　マイナンバーカードまたは電子証明書の更新対象の方に
は、有効期限の 3 か月前に地方公共団体情報システム機構
から更新手続きの通知書が住民票住所（転送不可）に送付
されます。
※�住所の異動等により送付されないケースもあります。
 �電子証明書の更新手続きをしないと、マイナ保険証の利用
等ができなくなります。
※�有効期限は、カード表面の「電子証明書の有効期限」を

ご確認ください。
※�更新時には、利用者証明用の暗証番号（4 桁の数字）、

署名用の暗証番号（6 桁から 16 桁）が必要です。暗証
番号をお忘れの場合は、再設定できますので、あらかじ
めご用意ください。

 場　所  町民課
 持ち物  ・マイナンバーカード

・暗証番号…�不明な場合は再設定できます。
・�顔写真付きの本人確認書類１点（運転免許証・旅

券など）または、その他の本人確認できる書類２
点（健康保険証・各種受給者証・年金手帳など）

マイナンバーカードの有効期限はカードの発行日から 10 回目（未成年の方は 5 回目）
の誕生日、電子証明書の有効期限は 5 回目の誕生日です。

【注意点】
新しいマイナンバーカードの申請をされる方は、申請
してからカードができるまで約 1 か月かかりますので、
余裕を持って申請を行ってください。古いマイナンバー
カードは新しいカードと引き替えに回収します。

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して～

オレンジ ガイド認知症かわらばん

2月は新潟県高齢者見守り強化月間です

相談窓口  湯沢町地域包括支援センター（福祉介護課）☎ 025 － 784 － 3000
　　　　　認知症疾患医療センター（ゆきぐに大和診療所）☎ 025 － 788 － 1277

“いつもと様子がちがう”と感じたときは、民生委員・地域包括支援センターなどにご連絡ください。

お近くのお年寄りにこんな異変はありませんか？

日頃からご近所で声を掛け合いましょうあいさつ

地域の�高齢者をさりげなく見守りましょう気くばり

ささいなことでも気軽に助けを頼める地域の輪をつくりましょう助け合い誰でもできる

日頃からの

見守り運動

ひとり暮らしの高齢者
・�新聞がたまっていて夜になっても電

気がつかない
・�洗濯物が何日も外に出しっぱなし

悪質商法
・�未開封の段ボール等がたくさんある
・�見慣れない人が出入りしている

（相談は消費生活センターへ）

認知症
・�天気や季節に合わない格好や不自然

な時間に出歩いている
・�何回も同じ話をするようになった
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地域のみんなで温かく見守りましょう


